
～市内外の情報をお届けします～

　令和 4年 3月号 25※新型コロナ感染症拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクの着用や自宅での検温など感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。
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現在登録はありません問い合わせ／
　消費生活センター（生活環境課）　
　☎（４３）３６２１ 詳しくはこちら

NHK「にっぽん縦断  こころの旅」
こころの風景とエピソード大募集‼
　俳優の火野  正平さんが、皆さま　俳優の火野  正平さんが、皆さま
から寄せられるお便りをもとに地から寄せられるお便りをもとに地
元の人々とふれあいながら自転車に元の人々とふれあいながら自転車に
乗って全国を巡る旅番組です。乗って全国を巡る旅番組です。
　番組内で紹介する皆さまの心にあ　番組内で紹介する皆さまの心にあ
る忘れられない身近な風景や景色、る忘れられない身近な風景や景色、
エピソードなどをお送りください。エピソードなどをお送りください。
応募方法／応募方法／ 4 月 4 日（月）必着で、4月 4日（月）必着で、
はがき・封書（〒150-8001  NHK「こはがき・封書（〒150-8001  NHK「こ
ころの旅」係）のほか、ころの旅」係）のほか、
番組ホームページなどか番組ホームページなどか
らご応募ください。らご応募ください。
問い合わせ／
　NHKふれあいセンター
　☎０５７０（０６６）０６６

栃木県警察官採用試験
試験区分／
 ・大学卒業者（見込含む）
　男性 36 人程度、女性 9人程度
 ・高校卒業者等　＊男性のみ
　8人程度
受付期間／3月1日（火）～4月7日（木）
1 次試験／ 5 月 8 日（日）
2 次試験／ 5月下旬または6下旬の
いずれか指定する1日
合格発表／ 7 月 7 日（木）予定
申込・問い合わせ／
　矢板警察署　☎（４３）０１１０

令和4年度第1回危険物取扱者試験
試験日／ 6 月 5 日（日）9：30 ～
試験の種類および手数料／
 ・甲種：6,600 円
 ・乙種（第 1類～第 6類）：4,600 円
 ・丙種：3,700 円
申請期間／4月4日（月）～15日（金）

そのほか／試験会場、申請方法など
詳しくは、（一財）消防試
験研究センターのホーム
ページをご覧ください。

問い合わせ／
（一財）消防試験研究センター栃木県支部
　☎０２８（６２４）１０２２
　塩谷広域行政組合消防本部予防課
　☎（４０）１１２９

お知らせ
栃木県「春の山火事防止強調運動」
　春は山火事が発生しやすい時期で
す。たき火などの後始末を徹底し、
山火事予防にご協力ください。
　森林やその周囲で火入れを行う際
には、市長の許可が必要です。詳し
くは、お問い合わせください。
期間／3月1日（火）～5月31日（火）
問い合わせ／
　農林課　☎（４３）６２１０

司法書士による「成年後見・
相続・遺言の無料法律相談会」　
　判断能力が不十分なために財産侵
害を受けたり、人間としての尊厳が
損なわれたりすることが無いよう、
法律面・生活面で支援する制度に関
する相談を受け付けています。
日時／毎月第 2・4金曜日
　　　14：00 ～ 16：30
場所／栃木県司法書士会館
　　　（宇都宮市幸町 1-4）
内容／財産管理、後見開始の申立、
相続手続、遺言書作成などの相談
そのほか／ ・相談無料、要予約
　　　　　・相談は面談により行います。
問い合わせ／
　リーガルサポートとちぎ支部
　☎０２８（６３２）９４２０

野生の山菜類・たけのこ・き
のこを採取・販売する方へ
原子力災害対策特別措置法に基

づき、放射性物質による出荷制限
区域で採取されたものは販売でき
ません。 

●出荷制限区域外で採取する場合は、
販売前に放射性物質モニタリング
検査を実施し、安全であることを
確認してください。
●検査結果は県ホームページ「作物
別モニタリング」で、出荷制限に
ついては県ホームページ「出荷制
限」で検索できます。
●販売の際は、正しい「産地（県名
+市町名）」と「野生」の表示を
徹底してください。
問い合わせ／
　（野生のきのこ・山菜について）
　矢板森林管理事務所
　☎（４３）１４３９
　（食品の安全について）
　県北健康福祉センター　
　☎（２２）２３６４

クロスボウの所持は原則禁止
　令和3年 6月16日に銃刀法が改正
され、令和4年 3月15日から施行さ
れます。クロスボウの所持が原則禁止
され、所持するためには都道府県公
安委員会の許可が必要となります。
　施行前からクロスボウを所持して
いる方は、令和 4年 9 月 14 日（施
行日から 6 カ月を経過する日）ま
でに所持許可申請をするか廃棄処分
をしてください。現在、矢板警察署
では無償でクロスボウの引取処分を
行っています。
問い合わせ／
　矢板警察署　☎（４３）０１１０
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